
福井市 社南地区自治会連合会 会則 

 

第 1 条【名称】 

本会は、福井市社南地区自治会連合会と称し、事務局を福井市社南公民館内

に置く。 

 

第２条【目的】 

本会は、各自治会の代表者として互いに連絡を緊密にして、社南地区の発展

と地域住民の福利増進を図ることを目的とする。 

 

第３条【会員】 

本会は、社南地区の各自治会長を以って組織する。 

 

第４条【事業】 

本会は、第２条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

１．福井市役所からの通知事項の周知徹底 

２．諸税、手数料、その他国・県より依頼された徴収金等の完全納付督励 

３．公共的あるいは社会的事業のための分担金、公募金等についての分担

対策 

４．社南地区発展のための必要な事業の策定ならびに関係機関への陳情ま

たは具申 

５．戦没者ならびに震災者の慰霊行事 

６．公民館活動に関する協力 

７．防犯、消防機関に対する協力 

８．地区住民の教養文化・その他福祉増進を目的とする団体への協力 

９．その他、本会の目的達成上、必要となる事項 

 

第５条【役員・理事】 

本会に、次の役員・理事を置くものとする。 

会 長  １名 

副会長  ２名 

会 計  ２名 

理 事  ５名 

 

第６条【役員・理事の任期・選任】 

役員については、会長、副会長、理事の任期を１年とし、会計の任期を２年と

する。ただし、再選は妨げない。 

役員の選任は、総会までに事前選考委員会で推薦者を選考し、総会の審議を



経て承認を得る。ただし、総会の議決により、自治会長経験者、役員・理事経験

者を推薦することができる。 

総会において、会長職の立候補者が出た場合には選挙を実施可否の賛否をと

る。 

なお、推薦候補以外のものが会長職に当選した場合、事前選考委員会の推薦

者（副会長、会計、理事）は無効とする。 

役員・理事会において、事務局を設置することができる。 

 

第７条【役員・理事の任務】 

１．会長は、本会を代表し会務を総理する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代理する。 

３．会計は、本会の庶務・会計に関する事務を行う。２名の任期は重ならな

い。 

４．理事は、会務を企画立案し、重要事項を審議する。 

 

第８条【定例会・総会】 

１．定例会は、月１回の開催を原則とする。 

ただし、会長が必要と認めた時には、臨時開催することができる。 

２．総会は、毎年１月に開催する。 

ただし、会長が必要と認めた時には、臨時開催することができる。 

３．前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により総会を開催することが

困難な場合は、役員会の議決を得たうえで書面決議とすることができる。 

 

第９条【総会・議事の成立】 

総会は、会員の過半数の出席（委任状提出者を含む）を以って成立し、議事は

出席会員の過半数の同意を以って決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決

する。 

 

第 10 条【総会に付すべき事項】 

総会に付すべき事項は、次のとおりとする。 

１．会則の改正 

２．毎年度の事業計画および収支予算に関する事項 

３．毎年度の事業報告及び決算報告に関する事項 

４．役員の選任に関する事項 

５．規約の改廃、重要事項及びその他必要とする事項 

 

第 11 条【会計・監査】 

１．本会に監査を２名おき、会計を監査する。 



２．本会の経費は、各自治会からの負担金および補助金等を以ってこれに充

てる。負担金は、当地区に在住する世帯に賦課徴収する。負担金について

は、別に定める「社南地区自治会連合会負担金に関する内規」による。 

 

第 12 条【社南地区特別会計】 

本会計に特別会計を設置する。 

１．社南地区活性化対策特別会計 

２．社南地区活性化基金 

 

第 13 条【親睦・慶弔】 

会員相互の親睦並びに慶弔、見舞いに要する経費は、別に定める内規による。 

 

第 14 条【会計年度】 

本会の会計年度は、毎年１月１日から当年１２月３１日までとする。 

 

 

附 則 

この規約は、１９８１年（昭和５６年）１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、１９８５年（昭和６０年）２月２０日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、１９８８年（昭和６３年）２月２１日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、１９９０年（平成２年）１月２３日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、２０１２年（平成２４年）１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、２０１８年（平成３０年）８月２１日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、２０２１年（令和３年）１月１日から施行する。 

 

附 則 



この規約は、２０２３年（令和５年）１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、２０２５年（令和７年）１月１日から施行する。 

 


